
権限移譲対象事務

【宅地造成等規制法に関する全ての事務】
○宅地造成工事規制区域の指定等（法第３条）○測量又は調査のための土地の立入り等（法第４条）
○障害物の伐除及び土地の試掘等（法第５条）○宅地造成に関する工事の許可（法第８条）
○宅地造成に関する工事の協議（法第１１条）○宅地造成に関する工事の変更の許可等（第１２条）
○工事完了の検査（法第１３条）監督処分（法第１４条）○工事等の届出受理（法第１５条）
○勧告（法第１６条）○改善命令（法第１７条）○立入検査（法第１８条）○報告の徴収（法第１９条）
○造成宅地防災区域の指定等（法第２０条）○勧告（法第２１条）○改善命令（法第２２条）
△規定に適合していることを証する書面の交付（施行規則第３０条）

権限移譲によるメリット

○地域に近い行政機関による法施行が可能
○相談、問い合わせ先の一元化
○経由進達期間が不要
○提出部数の軽減

和歌山県内の全市町村和歌山県内の全市町村和歌山県内の全市町村和歌山県内の全市町村

権限移譲する市町村権限移譲する市町村権限移譲する市町村権限移譲する市町村

【宅地造成等規制法の概要】

許可が必要となる造成工事

○宅地造成工事規制区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事

「宅地造成工事規制区域」 ・・・ 災害の生ずるおそれの大きい市街地又は市街地
になろうとする土地で知事等が指定した区域

「一定規模以上の工事」 ・・・・ ○切土で高さが２ｍを超える崖（３０度以上の斜面）ができるもの
○盛土で高さが１ｍを超える崖ができるもの
○切土と盛土を同時に行う時、盛土は１ｍ以下でも切土と合わせて

高さが２ｍ超える崖ができるもの
○切土又は盛土する面積が５００㎡を超えるもの



（造成主） （市町村長） （県振興局建設部長） （県知事）

許可申請 意見添付 意見添付 県都市政策課受付

審 査

許 可経 由許可書交付

工事着手届 経 由 経 由 県都市政策課受理

工事完了検査申請 経 由 経 由 工事完了検査

検査済証経 由検査済証交付

建築確認申請

※許可申請書の提出部数は正本３部、副本１部 （海草振興局管内は正本２部、副本１部）

切土及び盛土の面積が１，０００㎡以上１，０００㎡以上１，０００㎡以上１，０００㎡以上のもの

宅地造成に関する工事の宅地造成に関する工事の宅地造成に関する工事の宅地造成に関する工事の申請手続きの流れ申請手続きの流れ申請手続きの流れ申請手続きの流れ

○これまでの手続き

切土及び盛土の面積が１，０００㎡未満１，０００㎡未満１，０００㎡未満１，０００㎡未満のもの

（造成主） （市町村長）
（県振興局建設部長）

海草振興局管内は県都市政策課

許可申請 意見添付 総務調整課等受付

審 査

許 可許可書交付

工事着手届 経 由 総務調整課等受理

工事完了検査申請 経 由 工事完了検査

検査済証検査済証交付

建築確認申請

※許可申請書の提出部数は正本２部、副本１部

（造成主） （市町村長）

許可申請 市町村担当課受付

審 査

許 可許可書交付

工事着手届 市町村担当課受理

工事完了届 工事完了検査

検査済証検査済証交付

建築確認申請

○権限移譲後の手続き

※許可申請書の提出部数は正本１部、副本１部


